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離島振興対策実施地域の現況

わが国は6,852の島嶼により構成されている。このうち、離島振興法による離島振興対策実施地域わが国は , の島嶼により構成されている。 のうち、離島振興法による離島振興対策実施地域

は254島（75地域）となっている。

離島振興対策実施地域の面積は5,206k㎡で全国面積の1.38％、人口は約38万7千人で全国人口

の0.30％を占めている。

【日本の島嶼の構成】 （平成 25 年 4 月 1 日現在）
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区分 離島の状況

地域数 75

指定有人島数 254

法対象外離島 113島

架橋等 91島

【法対象外離島113島の内訳】

指定有人島数 254

面積 5,206k㎡

（対全国比） （1.38％）

人口 387千人

未指定離島※ 22島

※この他に、内水面に位置する沖島（滋賀県）がある。
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人口 387千人

（対全国比） （0.30％）

関係市町村数 110
（注）人口は平成22年国勢調査による



指定基準見直しの背景

改正離島振興法における目的規定の改正

・改正離島振興法第一条（目的規定）に、新たに「離島における人口の著しい減少の防止」が盛り
込まれた。

改正離島振興法における目的規定の改正

・昭和３０年と比較して、外海一部・内海離島の人口は、約７０％減と非常に大きな減少率となって
いる

離島における大幅な人口減少
離
島
をいる。

・改正離島振興法は、従来のハード整備のみならず、ソフト施策を重視する方針となり、従来より

「離島活性化交付金等事業計画」の創設など、ソフト施策重視へ

を
取
り
巻
く改正離島振興法は、従来の ド整備のみならず、ソフト施策を重視する方針となり、従来より

人口規模が小さくても事業効果の発揮が期待できる。

改正離島振興法における目的規定の改正（特に無人島の増加防止）

く
状
況
の
変

本土側の交通環境の向上

・改正離島振興法第一条（目的規定）に、新たに「居住する者のない離島の増加の防止」が盛り込
まれ、人口が減少した小規模離島への対応が必要となっている。

化

・モータリゼーションの進展により、本土側の交通環境が改善し、相対的に離島の隔絶性は悪化し
ている。

本土側の交通環境の向上
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これまでの検討経緯

離島指定検討部会の設置（平成２４年１０月３１日）

・ 第８回離島振興対策分科会において、離島指定検討部会の設置を決定。

第１回部会（平成２４年１２月２０日）～第３回部会（平成２５年３月２７日）
・ 第３回部会において、部会としての離島振興対策実施地域の指定基準見直し案

を決定

離島指定検討部会での指定基準見直し案の検討

を決定

離島振興対策分科会において新たな指定基準を了承（平成２５年４月１１日）

・ 離島振興対策実施地域の指定基準見直しに関する部会案の検討

離島振興対策分科会において新たな指定基準を了承（平成２５年４月１１日）

第４回部会（平成２５年５月 ８日）
・ 離島振興対策実施地域の指定に対する地域ニーズと今後の振興方針

今後 対応方針（案）

離島指定検討部会での離島振興対策実施地域見直し案の検討

・ 今後の対応方針（案）
第５回部会（平成２５年６月２４日）
・ 離島振興対策実施地域の見直し案 等

離島振興対策分科会での検討（平成２５年６月２７日）

※国土審議会令第２条７項等により、分科会の議決は、国土審議会会長の同意を得て、審議会の議決とする。 3



新たな離島振興対策実施地域 指定基準

○第10回 国土審議会離島振興対策分科会（平成25年4月11日）了承

かつかつ

外海指定基準（一部離島） 内海・内水面指定基準

またはまたは

人口要件 寄港回数最短航路距離

かつ

人口要件 最短航路距離 人口減少率 人口減少率

○見直し後の離島指定基準の運用に関する留意事項

おおむね５km以上
（おおむね10km以上）

おおむね６回以下
（おおむね３回以下）

おおむね10％以上おおむね50人以上
（おおむね100人以上） おおむね５km以上

おおむね10％以上

※H12→H22 ※H12→H22

おおむね50人以上
（おおむね100人以上）

※括弧内の記述は、見直し前の基準値

○見直し後の離島指定基準の運用に関する留意事項
１．指定済み離島について、人口要件を満たさなくなった場合においても、今後の振興の方針等を確認のうえ、指定

解除について停止することを検討する。
２．常時陸上交通が確保された離島について、指定解除を検討する。
３ 未指定離島の新たな指定にあたっては 各基準を満たしていることを確認したうえで 寄港回数・最短航路距離等３．未指定離島の新たな指定にあたっては、各基準を満たしていることを確認したうえで、寄港回数・最短航路距離等

の交通条件や社会経済状況などを総合的に判断し、離島振興法第一条の目的に沿うよう行う。

適合 非適合
人口、航路要件※
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※ 上記数値は、いずれも離島振興対策実施地域の指定要望のある地域・離島
※ 人口、航路要件は、離島指定基準のア‘、イの１．及び２．、ウの１．を示す。

適合 非適合
指定済み 245 8
未指定 8 0



人口要件を満足する未指定離島

未指定離島２３島のうち 人口要件（人口50人以上 人口減少率10%以上）を満足未指定離島２３島のうち、人口要件（人口50人以上、人口減少率10%以上）を満足
する離島は８島
８島いずれとも、離島振興対策実施地域の指定を要望

○人口要件を満足する未指定離島の状況

人 口 （ 人 ） 人 口 減 少 率 内 海 寄 港 回 数 航 路 距 離

平 成 22 年 国 調 （％） 内 水 面 （ 回 ／ 日 ） （　ｋｍ　）

滋 賀 県 近 江 八 幡 市 沖 島 343 29.0% 内 水 面 11 3.3

島 名市 町 村 名都 道 県 名

岡 山 県 瀬 戸 内 市 前 島 180 21.1% 内 海 29 0.9

広 島 県 広 島 市 似 島 919 26.4% 内 海 24 5.2

廿 日 市 市 厳 島 1,760 19.7% 内 海 124 2.0島 ,

香 川 県 高 松 市 大 島 115 60.3% 内 海 ― ―

土 庄 町

小 豆 島 町
小 豆 島 30,167 12.7% 22.084内 海

小 豆 島 町

土 庄 町 沖 之 島 75 22.7% 内 海 14 22.1

愛 媛 県 松 山 市 興 居 島 1,279 25.6% 内 海 28 1.9
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指定済みの離島振興対策実施地域７５地域のうち 継続指定の要望のあ た人

人口５０人未満の指定済み離島振興対策実施地域

指定済みの離島振興対策実施地域７５地域のうち、継続指定の要望のあった人
口５０人未満の地域は６地域

○人口５０人未満の指定済み離島振興対策実施地域

指 定 地 域 指 定 地 域 外 海 一 部 寄 港 回 数 航 路 距 離

指定地域名 人 口 （ 人 ） 人 口 減 少 率都 道 県 名 市 町 村 名 島 名 指定地域名 人 口 （ 人 ） 人 口 減 少 率

平成22年国調 （％） 内 海 （ 回 ／ 日 ） （　ｋｍ　）

北 海 道 厚 岸 町 小 島 小 島 13 7.1% 外 海 一 部 ― ―

岡 山 県 倉 敷 市 松 島 児 島 諸 島 13 35 0% 内 海

都 道 県 名 市 町 村 名 島 名

岡 山 県 倉 敷 市 松 島 児 島 諸 島 13 35.0% 内 海 ― ―

六 口 島 内 海 ― ―

愛 媛 県 大 洲 市 青 島 青 島 19 62.7% 内 海 2 13.3

宮 崎 県 日 南 市 大 島 南那珂群島 36 49 3% 外 海 部 4 3 4宮 崎 県 日 南 市 大 島 南那珂群島 36 49.3% 外 海 一 部 4 3.4

串 間 市 築 島 外 海 一 部

鹿 児 島 県 出 水 市 桂 島 桂 島 13 59.4% 外 海 一 部 ― ―

※高島を除く

鹿 児 島 市 新 島 新 島 4 66.7% 内 海 2 1.7
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